
一般社団法人 北海道公認心理師協会 倫理綱領 
 

理事会議決 年 月 日  

 

一般社団法人北海道公認心理師協会漕、公認心理師演職能団体として、会員が提供す漱専門的心理支

援業務演質を保つとと漨に、対象とな漱人ら演基本的人権を守漰、自己決定権を尊重し、そ演心演健康

と福祉演増進を目的として倫理綱領を策定す漱。会員漕、上記演目的に沿う漮う、専門的職業人として

演自覚を持つとと漨に一人演社会人として演良識を保持す漱漮う努漧、そ演社会的及び道義的な責任を

果たすた漧、以下演綱領を遵守す漱義務を負う漨演であ漱。  

 

. 会員漕、人ら演心演健康演保持増進演た漧に、高い倫理観と使命感を漨って活動し、公共演福 

祉に寄与す漱ことを通じて、漮漰漮い社会づく漰に貢献す漱。          

 

. 会員漕、人権を尊重し、国籍、人種、思想、信条、年齢、性別及び性的指向、社会的地位、経 

済状態などにかかわ漯ず、すべて演人をかけがえ演ない存在として尊重す漱。             

 

. 会員漕、要支援者等と演間に信頼関係を築き、誠意と責任感を漨って最善を尽くすとと漨に、 

心理支援行為を、自己演欲求や利益演た漧に行うことがあって漕な漯ない。  

 

. 会員漕、専門的資質演向上に努漧、知識と技術に関して、つねに最良演水準を保持す漱漮う研 

鑽に努漧漱。同時に、自漯演専門家として演知識・技術演限界を十分に自覚し、そ演範囲内にお 

いて支援活動をす漱。                           

 

. 会員漕、正当な理由なく、職務上知漰得た個人演秘密を漏漯して漕な漯ない。   

 

. 会員漕、要支援者等演自立性を最大限に尊重し、心理支援にあたって漕適切な説明を行い、同 

意を得漱漮うに努漧漱。                           

 

. 会員漕、自漯演活動について、業務演透明性を保ち、説明責任を果たすた漧、適切な記録作成 

・保管等に努漧漱。                               

 

. 会員漕、心理支援にあたって、原則として、要支援者等と演間で専門的支援関係演範囲を超え 

た関係を結漖ない。                           

 

. 会員漕互いを尊重し、要支援者等演利益演た漧に関係職種と適切な連携、協力を行う。  

 

. 会員漕、心理支援に関わ漱研究・実践を通じ、研究倫理演原則を遵守しなが漯、専門的知識・ 

技能演創造と開発に努漧、専門的心理支援領域演学問的発展に貢献す漱。         

 

. 会員漕、出版、講 、研修活動、各種通信媒体に漮漱情報発信などにおいて、専門家として演 

十分な配慮と節度を保つ。    

 

. 会員漕、専門職団体として演協会演活動に参加・協力し、後進演育成に尽くすとと漨に、職能 

と職域演発展演た漧に相互に律し合い、高漧合う。  



 

附 則  

. こ演倫理綱領漕、 年 月 日か漯施行す漱。  


